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日本語指導が必要な児童生徒の受入れについて 

 

◆ 日本語指導が必要な児童生徒の受入れの際は，学校全体で役割を決めて取組を進めたい。  

◆ 日本語指導では，通常の教育課程における指導に加えて，児童生徒の実態に応じて「特別

の教育課程」を編成し指導を行う必要がある。 

＃日本語指導  ＃鹿児島の現状  ＃特別の教育課程 
 

１ はじめに 

 学校教育法施行規則一部改正により，平成

26年から小中学校で日本語指導が必要な児童

生徒を対象にした「特別の教育課程」の編成

が可能となった。高等学校では，令和５年度

から日本語指導が必要な生徒に対する「特別

の教育課程」での指導が可能となる。この流

れは，全国の日本語指導が必要な児童生徒の

増加がその一因と考えられる（図１）。一方，

鹿児島県の日本語指導が必要な児童生徒数は

40～50人程度で，変動はあまり見られない（表

１）。ただし鹿児島労働局（2021）2)によると，

令和３年 10月末現在の外国人労働者数は

8,880人で，７年前の約2.5倍である。状況次

第では，今後日本語指導が必要な児童生徒数

の増加も予想される。 

県内の学校の多くは，日本語指導が必要な

児童生徒は小数のことが多く，日本語指導が

必要な児童生徒受入れの経験がある学校や教

員が少ない。そのため，急遽日本語指導が必

要な児童生徒が編入又は転入してきた際にど

のように受入れを進めるか戸惑うことが多い

と聞く。本稿は，その際の簡単な受入れの手

順と日本語指導の基礎について示す。 

 

図１ 全国の日本語指導が必要な児童生徒数と

在籍校数（文部科学省(2022)1）等） 

 

表１ 県内の日本語指導が必要な児童生徒数と

在籍校数（文部科学省(2022)1）等） 

 児童・生徒数 (人) 学校数 (校) 

国籍 

年 

外国

籍 

日本

国籍 

合 

計 

外国

籍 

日本

国籍 

合 

計 

2021 28 14 42 18 12 30 

2018 20 29 49 14 18 32 

2016 39 14 53 24 13 37 

2014 41 5 46 24 5 29 
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２ 日本語指導が必要な児童生徒の受入れ 

 図２は日本語指導が必要な児童生徒の受入

れの過程を示したものである。まず学校のあ

る県又は市町村教育委員会から編入・転入の

連絡と本人の出身国や母語等の連絡が来る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 日本語指導が必要な児童・生徒の受入の

過程 

 最初は，公立であれば校長が受入れについ

て決定し，当該児童生徒が入る学年や学級を

学年部と話し合って決める。 

 その後，まず学校として異文化理解や多文

化共生の視点も含めた経営方針を提示し，日

本語指導に対応する学校体制を確立する。こ

れは主に管理職の役割である。文部科学省の

「海外子女教育，帰国・外国人児童生徒教育

等に関するホームページ（CLARINET）」にある

「外国人児童生徒受入れの手引（2019年９月

改定。以下「受入れの手引」）」（文部科学省, 

2019）3)の第２章（pp.12-21）を参照されたい。 

また，日本語指導を中心に担当する教師

（以下，日本語指導担当教師）とその役割を

決定する。 

○ 「外国人児童生徒受入れ

の手引 改訂版」（文部科学

省） 

先生方の役割に応じた説明がある。 

 学校体制の確立と同じくして，児童生徒及

び保護者との面接を準備し，実施する必要が

ある。この面接の詳細については次項に示す。 

 上記と同時に校内の共通理解を進めること

も必要である。該当の日本語指導が必要な児

童生徒等の状況，日本語指導担当教師の役割

と日本語指導の進め方，保護者との連絡方法，

通知文書等について全教職員での情報共有が

大事である。鹿児島県は散在地域に当たるた

め，受入経験のある教師の数は少ない。その

ため，日本語指導担当教師や学級担任の負担

が過度にならないよう，自治体の関係機関と

連携しながら，学校全体で取組を進めたい。 

３ 面接の準備や実施について 

 図３は面接の主な流れを示している。管理

職，学年主任，学級担任，日本語指導担当教

師，養護教諭，事務職員などが同席し，児童・

生徒と面接を行うと思われるが，まずは様々

な準備が必要である。特に言葉が通じず，文

化が異なるため，誤解が生じることもあるた

め，通訳を依頼するなどの準備が必要である。

なお，養護教諭が同席するのは，対象の児童

生徒の心のケアやアレルギーなどの確認が必

要であり，事務職員は事務手続き全般につい

て，説明の必要があるからである。 

①  自己紹介（本人，保護者，教員等） 

②  個票作成に必要な情報の聞き取り 

③  学校生活や決まりの説明  

④  当面必要となる学用品等の説明 

⑤  学校で必要となる費用の説明  

⑥  保護者との連絡方法の確認 （日本語

が通じる知人等）  

⑦  保護者の記入が必要な書類の説明等  

⑧  学校施設の案内 

⑨  初登校日についての連絡 

図３ 面接の主な流れ 

 面接について，まず②の個票は個別の指導

計画を作成等に活用する基礎的な情報となる。

氏名や呼称，国籍や日本の滞在期間など多岐

○ 経営方針や学校体制の確立 

○ 面接の準備と実施 

○ 校内の共通理解 

受入の決定（校長） 

教育委員会から外国人児童生徒等

の編入・転入の連絡等・情報共有 

学年・学級の決定（管理職・学年） 



に渡ると考えられるが，具体的な内容は「受

入れの手引」の第４章(p.41)に示されている

ので参照されたい。また個票の例を，日本語

指導が必要な児童生徒が多い都道府県教育委

員会のサイト等で見ることもできる。 

○ 「全国で公開されている

多言語の学校文書検索」（文

部科学省，かすたねっと） 

日本語指導関係の書類がある。 

 ③の学校生活等の説明については，動画や

スライド等で説明することも考えられる。一

日の流れ（登校時刻，下校時刻や時間割など）

や学校行事（遠足，PTAや運動会など）の説明

を行う。学校行事については，文化の違いに

より，休日に学校に行くことに抵抗を感じる

こともあるので注意したい。なお，小学校の

学校生活の様子については，文部科学省のサ

イトで中国語，ポルトガル語など，15の言語

で，動画でのストーリー仕立ての紹介がある。 

○ 「外国人児童生徒等教育

に関する動画コンテンツに

ついて」（文部科学省） 

○ 外国人児童生徒のための

就学ガイドブック」（文部科

学省） 

中学校生活まで含めた資料は，日本語指導

を必要とする児童生徒数が多い都道府県の教

育委員会の Webサイトに参考となる文書があ

る。特に京都府の「学校生活ガイダンス資料」

は９言語で資料をダウンロードできる。 

○ 「日本語を母語としない

保護者のための日本の学校

生活ガイダンス資料」（京都

府国際センター） 

 以上，②と③以外の他の項目についても「受

入れの手引」等を確認し，準備したい。 

４ 日本語指導について 

 日本語指導は，日本語指導担当教師が学級

担任や管理職，地域社会等と連携をとって進

める必要がある。図４は日本語指導について，

「特別の教育課程」を編成し，実施するその

流れを示した図である。 

 

図４ 日本語指導の流れ 

 通常の教育課程で入り込み指導（日本語指

導担当教師が，対象の児童生徒等が在籍学級

で授業を受けている際に日本語指導を行うこ

と）のみを行う場合や，在籍学級における指

導だけでなく，児童生徒の日本語能力に応じ

た特別の日本語指導が必要と判断し，「特別の

教育課程」を編成して指導を行う場合等があ

る。特別の教育課程では，取り出し指導（日

本語指導担当教師が在籍学級以外の場所で，

対象児童生徒の個別の課題に対応した指導を

行うこと）を行う。 

「特別の教育課程」は全部で五つのプログ

ラムがある。その目標や内容は様々であり，

「来日直後」，「日常会話ができるまで」，「在

籍学級の授業に参加できるまで」などの段階

を踏まえて，一人一人に合った学習内容を決

定する。「特別の教育課程」による日本語指導

は，在籍学級での学習に支障なく取り組むこ

とができることを目的とするため，学習内容 

 

図５ 日本語指導のプログラム  



は在籍学級の担任や教科担当教員と相談しな

がら進めることが求められる。図５はその時

期や内容を簡潔に表したものである（「受入れ

の手引」第３章参照）。 

 以下，各プログラム内容を簡潔に示す。

(1) 「サバイバル日本語」プログラム 

 日本の学校生活や社会生活について必要

な知識や日本語を使って行動する力を付け

ることを目的に行う。挨拶の言葉や具体的

な場面で使う日本語表現を学習する。 

言語・文化・習慣の違いから直面する生

活のあらゆる場面に関する事項を扱う。 

(2) 「日本語基礎」プログラム 

 文字や文型など，日本語の基礎的な知識

や技能を学ぶためのプログラム。日本語に

ついて，整理し，規則を学び，自分でも使

えるようにするための学習をする。 

基本的に発音，文字・表記，語彙，文型

の四つの指導を行う。 

(3) 「技能別日本語」プログラム 

 「聞く」「話す」「読む」「書く」の四技

能の一つに焦点を絞った学習をする。 

小学校高学年以上，特に中学生には，有

効なプログラムである。 

(4) 「日本語と教科の統合学習」プログラム 

 児童生徒にとって必要な教科等の内容と

日本語の表現とを組み合わせた学習をする。 

文部科学省は，「JSL カリキュラム」を

開発しており，活用できる。 

(5) 「教科の補習」プログラム 

 在籍学級における教科内容を取り出し指

導で復習したり，入り込み指導として，担

当教師や支援者の補助を受けたりする。 

児童生徒の母語で進めることが可能な

場合は，母語の活用が有効である。 

５ 様々な資料について 

 日本語指導が必要な児童生徒の受入れに有

用なサイトを紹介する。 

【教材】算数と漢字のテキストをポルトガル

語，タガログ語，ベトナム語等で提供してい

る。 

○ 「外国につながる子どもた

ちのための教材」（東京外国

語大学） 

【日本語能力の評価】児童生徒の日本語能力

を把握するための評価。指導方針を検討する

際の参考となる。 

○ 「外国人児童生徒のための

JSL 対話型アセスメント

DLA」（文部科学省） 

 

６ おわりに 

 以上，日本語指導が必要な児童生徒の受入

れや日本語指導については，独立行政法人教

職員支援機構や YouTube の MEXT channel 等

で概要等を学ぶことが可能である。 

なお，日本語指導に当たっては，人的ネッ

トワークの構築が必要である。日本語指導に

携わる他の教師と情報共有することで，指導

方法のヒントを得ることができる。例年日本

語指導に関する短期研修を鹿児島市立名山小

学校で実施している。必要に応じてぜひ短期

研修等を活用していただきたい。 
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